
法 学 第 1 0 6 号

平 成 23 年 ４ 月 26 日

各私立学校等設置法人理事長 様

岩手県総務部法務学事課私学・情報公開課長

東日本大震災に発生に伴う私立学校法及び私立学校振興助成法における期限の定めの

ある規程の取扱いについて

このことについて、別添写しのとおり通知がありましたのでお知らせします。

なお、今般の災害により財産目録等の作成が履行できないものについては、平成 23 年６月 30

日までに作成すればよいこととなっております。

これに伴い、私立学校振興助成法第 14 条第２項及び第３項に定める所轄庁（岩手県）に届け

出る計算書類等の届出期限についても同様に、災害により期限内の提出が困難な場合は、平成

23 年８月 31 日までに提出すればよいこととしておりますのでご留意願います。

また、この期限内に提出が困難な場合は、個別に相談願います。

【担当】私学振興担当 小野寺

電話 019-629-5041 FAX019-629-5049

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：hiro-onodera@pref.iwate.jp

この通知は下記のアドレスからもダウンロードできます。

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=25963&ik=0&pnp=14






















